
令
和
三
年
一
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十
五
日
初
校

1011

申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和３年（2021年） ２月号仙台市政だより　令和３年（2021年） ２月号

２
月
の
お
知
ら
せ

２
月
の
お
知
ら
せ

　
お
知
ら
せ
の
内
容
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
中
止
や
延
期
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

１
月
号
以
前
に
掲
載
し
た
内
容

に
つ
い
て
も
、
中
止
や
延
期
と

な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
事
前
に
、
各
問
い
合
わ
せ

先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
催
し
等
に
参
加
す
る
際

は
、
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
な
ど

感
染
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

□注意事項

□申込時の必要事項

□電話番号案内
　(市外局番０２２)

□仙台市ホームページ
https://www.city.sendai.jp/

右記の項目を（往復はがきには
返信先も）記入してください。
特に記載のないものは、はがき
１通につき１人、締切日消印有効。 申申し込み 問問い合わせ 申・問申し込み・問い合わせ

〔先着〕先着順  〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

□お知らせの見方

お 知 ら せ

●催しは、２月6日からの内容を掲載しています
●料金の記載のないものは無料（入館料が必要な施設あり）
●休館日等は事前にご確認ください
●来庁 ・ 来場の際は公共交通機関をご利用ください
●ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921、
　☎214 ・1150へお問い合わせください
●市役所への郵便は郵便番号（〒980-8671）と課名のみ
　で届きます

○申し込む内容
　（講座名等）
○〒住所
○氏名（フリガナ）
○電話・
　ファクス番号
○その他必要事項

　 仙台市広報課Facebook
httpｓ://www.facebook.com/sendaipr/
□

仙台市役所
青葉区役所
宮城野区役所
若林区役所
太白区役所
泉区役所
宮城総合支所
秋保総合支所

261・1111（代）
225・7211（代）
291・2111（代）
282・1111（代）
247・1111（代）
372・3111（代）
392・2111（代）
399・2111（代）

　水道管は、気温が氷点下４℃以下になると凍りやすく
なります。水道管が凍結すると、水が出なくなり、解氷
作業が必要となるほか、水道管が破裂し、修繕費用が必
要となる場合もあります。日が当たらない場所や風が強
く当たる場所にある場合、むき出しになっている場合な
どは特に注意が必要です。あらかじめ下記の対策をして
おきましょう。
●ご自宅の水抜栓の場所と操作方法を確認しておきまし
ょう。水抜栓は、手動のハンドル式と電動式があります
●気温が下がりそうなときや、旅行などで一晩以上留守
にして水道を使用しないときは、水抜栓で水を抜いてお
きましょう
●むき出しになっている水道管や、保温材の付いていな
いメーターボックスは、発泡スチロール製の保温材など
で保温しましょう

水道管の凍結に注意しましょう

水道管が凍結・破裂した際はご相談ください
問水道修繕受付センター☎304･3299（24時間受け
付け。年中無休）

●中間案等の配布場所等∥市役所本庁舎１階市
政情報センター、区役所総合案内、総合支所、
宮城野区・若林区・太白区情報センター（②③
は市役所本庁舎１階市民のへやも）等で配布

（③は２月１日から配布）するほか、市ホーム
ページでもご覧いただけます　●提出方法∥任
意の様式にご意見、住所、氏名を記入して、郵
送、ファクスまたはＥメール（②③は市ホーム
ページの電子申請による提出も可）で①２月19
日②２月26日③３月１日（いずれも必着）まで
に

①「仙台市地域防災計画」修正案
　市では、地震・津波や風水害などの災害から市民の
生命、身体、財産を保護するとともに被害を最小限に
食い止めるための取り組みについて定めた「仙台市地
域防災計画」の修正を検討しています。
　このたび、令和元年東日本台風（台風第19号）対応
を踏まえた風水害時の避難行動の見直しや、新型コロ
ナウイルス感染症への対応などを踏まえた避難所にお
ける感染症対策などを反映した修正案を取りまとめま
したので、市民の皆さんのご意見をお寄せください。
申・問〒980-8671防災計画課☎214･3046、FAX21
4･8096、Ｅメールkks000120@city.sendai.jp

市
議
会
第
１
回
定
例
会
は
２
月

８
日
に
開
会
し
ま
す

　
本
会
議
の
模
様
を
市
役
所
本
庁
舎

1
階
市
民
の
へ
や
、
区
役
所
・
総
合

支
所
で
モ
ニ
タ
ー
中
継
し
ま
す
。

　
ま
た
、
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
会
期
日
程
の
詳
細
を
掲
載
す
る
ほ

か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ラ
イ
ブ
中
継

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
29
年
第

１
回
定
例
会
以
降
の
本
会
議
、
予

算
・
決
算
等
審
査
特
別
委
員
会
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
中
継
も
行
っ
て

い
ま
す
。

問
議
会
事
務
局
調
査
課
☎
214
・
６
１

６
９

来
庁
時
の
サ
ー
マ
ル
カ
メ
ラ
に

よ
る
検
温
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
来
庁
者
お
よ
び
職
員
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
と
し
て
、

庁
舎
に
サ
ー
マ
ル
カ
メ
ラ
を
設
置
し

て
い
ま
す
。
来
庁
時
の
体
温
確
認
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◦
設
置
場
所‖

①
市
役
所
本
庁
舎
・

北
庁
舎
・
上
杉
分
庁
舎
②
各
区
役

所
・
総
合
支
所　

来
庁
さ
れ
る
皆
さ
ま
へ

◦
息
苦
し
さ
、
強
い
だ
る
さ
、
高
熱

等
の
症
状
が
あ
る
方
、
せ
き
や
喉
の

痛
み
な
ど
の
風
邪
の
症
状
が
あ
る
方

は
、
来
庁
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い　
◦

検
温
の
結
果
、
37
・
５
度
以
上
の
発

熱
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
入
庁
を

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
（
当
日
中
に
手
続

き
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
な
ど
は

総
合
案
内
の
職
員
等
に
お
声
掛
け
く

だ
さ
い
）　
問
①
庁
舎
管
理
課
☎

214
・
８
１
１
６
②
区
役
所
・
総
合
支

所
総
務
課

若
林
図
書
館
の
臨
時
休
館　
　

　
蔵
書
点
検
等
に
伴
い
、
若
林
図
書

館
を
臨
時
休
館
し
ま
す
。

◦
期
間‖

３
月
１
日
㈪
～
８
日
㈪　

問
若
林
図
書
館
☎
282
・
１
１
７
５

J
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情
報

伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す

　
地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の

発
生
時
に
備
え
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（
J
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
を
２
月
17

日
㈬
午
前
11
時
に
実
施
し
ま
す
。

　
当
日
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
危

機
管
理
室
ツ
イ
ッ
タ
ー
へ
試
験
電
文

が
配
信
さ
れ
る
ほ
か
、
市
東
部
に
設

置
し
て
い
る
屋
外
拡
声
装
置
よ
り
、

試
験
音
声
が
放
送
さ
れ
ま
す
。
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
危
機
管
理
課
☎
214
・
８
５
１
９

不
用
な
電
気
製
品
等
を
有
料
で

回
収
す
る
業
者
に
ご
注
意
く
だ

さ
い

　
家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
粗
大
ご
み
や

臨
時
ご
み
の
回
収
は
、
粗
大
ご
み
受

付
セ
ン
タ
ー
に
申
し
込
む
か
、
各
環

境
事
業
所
ま
た
は
許
可
業
者
に
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。
許
可
業
者
は
、
ス

ピ
ー
カ
ー
を
鳴
ら
し
な
が
ら
ト
ラ
ッ

ク
で
巡
回
し
た
り
、
チ
ラ
シ
を
配
布

し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

電
気
製
品
等
の
粗
大
ご
み
や
臨
時
ご

み
を
、
許
可
が
な
い
業
者
が
料
金
を

受
け
取
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
許
可
の
有
無
が
不
明
な
と

き
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
事
業
ご
み
減
量
課
☎
214
・
8
６
７

９や
め
ま
し
ょ
う「
歩
き
ス
マ
ホ
」

　
歩
き
な
が
ら
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
使
用
は
、
画
面
に
夢
中
に
な
る
こ

と
で
、
転
倒
や
階
段
か
ら
の
転
落
な

ど
に
よ
る
け
が
、
他
の
歩
行
者
や
自

転
車
と
の
接
触
事
故
、
ひ
っ
た
く
り

な
ど
の
犯
罪
被
害
に
遭
う
恐
れ
が
あ

り
、
大
変
危
険
な
行
為
で
す
。

　
通
行
の
際
は
マ
ナ
ー
を
守
り
、

「
歩
き
ス
マ
ホ
」
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
市
民
生
活
課
☎
214
・
６
１
４
６

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

（
加
算
支
援
金
）
の
受
け
付
け

は
４
月
12
日
で
終
了
し
ま
す

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
生
活
基

盤
に
著
し
い
被
害
を
受
け
た
世
帯
に

対
し
て
、
住
宅
の
再
建
方
法
に
応
じ

た
支
援
金
を
支
給
す
る
被
災
者
生
活

再
建
支
援
制
度
（
加
算
支
援
金
）
の

受
け
付
け
が
終
了
し
ま
す
。
申
請
が

お
済
み
で
な
い
方
は
、
お
早
め
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
こ

れ
ま
で
支
給
を
受
け
た
方
へ
の
追
加

の
支
給
を
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

◦
申
請
期
限‖

４
月
12
日　
◦
受
付

時
間‖

午
前
９
時
～
午
後
４
時
半

（
閉
庁
日
を
除
く
）　
◦
受
付
場
所

入
学
準
備
金
の
貸
付
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

◦
対
象‖

申
込
時
に
6
カ
月
以
上
市

内
に
お
住
ま
い
で
、
養
育
す
る
児

童
・
生
徒
の
新
入
学
に
か
か
る
経
費

の
負
担
が
経
済
的
に
困
難
な
世
帯
の

方　
◦
貸
付
限
度
額
等‖

①
小
・
中

学
校
（
生
活
保
護
世
帯
の
方
を
除

く
）
／
５
万
円
以
内
②
公
立
高
校
／

10
万
円
以
内
③
私
立
高
校
／
15
万
円

以
内
。
い
ず
れ
も
無
利
子　
◦
返
済

‖
2
カ
月
据
え
置
き
後
、
20
カ
月
以

内
（
15
万
円
貸
し
付
け
の
場
合
は
30

カ
月
以
内
）　
◦
貸
し
付
け
に
は
審

査
が
あ
り
ま
す　
◦
市
内
に
お
住
ま

い
の
保
証
人
が
１
人
必
要
で
す　
◦

受
付
期
間‖

3
月
31
日
ま
で　
◦
申

し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
申
・
問
お
住

ま
い
の
区
の
社
会
福
祉
協
議
会
各

区
・
支
部
事
務
所
（
青
葉
区
☎
265
・

５
２
６
０
、
青
葉
区
宮
城
支
部
☎

392
・
７
８
６
８
、
宮
城
野
区
☎
256
・

3
6
5
0
、
若
林
区
☎
282
・
７
９
７

1
、
太
白
区
☎
248
・
8
1
8
8
、
泉

区
☎
372
・
１
５
８
１
）

オ
ー
エ
ン
ス
泉
岳
自
然
ふ
れ
あ

い
館
の
夏
季
・
冬
季
利
用
仮
申

し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

　
夏
季
（
７
月
～
８
月
）
の
本
館
宿

泊
利
用
お
よ
び
冬
季
（
令
和
４
年
１

月
～
３
月
）
の
活
動
を
希
望
す
る
団

体
の
利
用
仮
申
し
込
み
を
受
け
付
け

ま
す
。

◦
利
用
可
能
日
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w
.shizenfureaikan.jp/

を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

各計画の中間案等をまとめました
―ご意見をお寄せください

②「仙台市耐震改修促進計画」中間案
　市では、建築物の地震に対する安全性の向上の計画
的な推進等について定めた「仙台市耐震改修促進計
画」が令和２年度末で満了となることから、令和３年
度からの５年間を期間とする次期計画の策定に向けた
検討を進めています。
　このたび、地震に強い強

きょうじん
靱な地域づくりに向け、建

築物の耐震化等を促進するための計画の中間案を取り
まとめましたので、市民の皆さんのご意見をお寄せく
ださい。
申・問〒980-8671建築指導課☎214･8323、FAX21
1･1918、Ｅメールtos009420@city.sendai.jp

③「仙台市道路事業方針」中間案
　市では、道路の整備や維持管理などに関する基本的
な方針について定めた「仙台市道路事業方針」が令和
２年度末で満了となることから、令和３年度からの10
年間を期間とする次期方針の策定に向けた検討を進め
ています。
　このたび、道路の安全対策の必要性の高まりや、防
災・減災の取り組み、新たなまちづくりへの対応など、
道路事業をとりまく大きな状況の変化を踏まえた中間
案を取りまとめましたので、市民の皆さんのご意見を
お寄せください。
申・問〒980-8671道路計画課☎214･8374、FAX22
7･2614、Ｅメールken010110@city.sendai.jp

‖

市
役
所
本
庁
舎
５
階
社
会
課
、
各

区
役
所
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
課

問
被
災
者
支
援
情
報
ダ
イ
ヤ
ル
☎

214
・
３
８
０
５
（
平
日
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）

さ
い　
◦
夏
季
は
６
月
上
旬
、
冬
季

は
11
月
下
旬
に
、
利
用
団
体
説
明
・

調
整
会
を
開
催
し
ま
す　
申
２
月
１

日
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

る
申
込
書
（
希
望
者
に
は
郵
送
も

可
）
で
２
月
28
日
（
必
着
）
ま
で
に

問
オ
ー
エ
ン
ス
泉
岳
自
然
ふ
れ
あ
い

館
☎
379
・
２
１
５
１

公
共
的
な
花
壇
に
植
え
る
花
の

苗
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す

◦
３
月
上
旬
～
４
月
上
旬
に
配
達
予

定　
申
仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
、
七

北
田
公
園
都
市
緑
化
ホ
ー
ル
で
配
布

す
る
申
込
書
で
２
月
16
日
ま
で
に

問
仙
台
市
公
園
緑
地
協
会
☎
293
・
３

5
8
3

花
の
種
類

単
位

費
用

対
象

パ
ン
ジ
ー
（
混

合
）、ビ
オ
ラ（
混

合
）、
ノ
ー
ス
ポ

ー
ル（
白
）、ム
ル

チ
コ
ー
レ
（
黄
）
40株／箱
各１箱
2,600円

消費税・配達料込み

町内会・老人クラブ・子ども会
などの地域団体、会社など

芝
桜
（
混
合
）

24株／箱
１箱
2,900円


